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期日前投票制度を活用しましょう！

○ 期日前投票は、投票日の前日10月26日（土）までできます。

○ 期日前投票所へ行き、宣誓書を記入すれば投票できます。ハンコは必要ありません。

○ 次のような場合は、期日前投票ができます。
 ・ 投票日に、お仕事や冠婚葬祭などの予定のある場合
 ・ レジャーやお買い物などの私用で、投票日に投票区内にいない場合
 ・ 天災や悪天候等により、投票日当日、投票所に行くことが困難と見込まれる場合
 ・ 投票日当日の混雑緩和等のため、期日前投票を希望する場合

○ 期日前投票は、市町村役場等の期日前投票所で行うことができます。
（開設時間等の詳細については、市町村の選挙管理委員会にお確かめください。）
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衆議院小選挙区選出議員選挙
（投票用紙：うすい水色）

⇒候補者の氏名

政党等の名称衆議院比例代表選出議員選挙
（投票用紙：ピンク色）

⇒
を書いて
投票

最高裁判所裁判官国民審査
（投票用紙：うすい緑色）

⇒ ・やめさせた方がよいと思う裁判官について
　は、その氏名の上の欄に×を書いて投票
・やめさせなくてよいと思う裁判官について
　は、何も書かないで投票
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